
▼ 補助対象事業

　実習生１人につき実施期間が
　２日以上であること
　事業者と実習生が
　雇用関係にないこと
　実習生が代表者の三親等以内の　
　親族でないこと

▼ 補助対象経費等

前年度にインターンシップを実施した事業者については
内容の充実や見直しをしていることが要件となります

【申請対象事業者】　　　　　　　　　・雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業を行うもの

学生との交流を通じて企業の
魅力を発信でき、知名度向上
にも繋がる、有意義な取組と
なりました！

主として対面にて実施するもの・交通費、宿泊費

\\  インターンシップを実施する企業を応援します！ //

インターンシップインターンシップ
高知市

促進補助金

【お問合せ】 高知市商工振興部 産業政策課
総務・雇用担当

088-823 -9456 kc -150600@ci ty .koch i . l g . jp

【補助率】
【上限額】　　　　　　　　　 ※受入れ人数の上限はありません受入れ実習生１名あたり２２２２

３分の２
万円

・保険料

・報酬
・事業経費

・プログラム整備費

（実習生等に払う謝金）

（消耗品費、印刷製本費等）

（コンサルティング費、システム改修費等）

・中小企業法に規定する中小企業者

社内の雰囲気を
知ってもらうことができ、
参加してくれた学生さんが
春から就職してくれること
になりました!🌸継続して
実施したいと思います！

\  詳細はこちら /

企業からの声
（R7補助金活用 A社）

企業からの声
（R7補助金活用 B社）
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